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改　　　革　　　案事　務　事　業　名

　　　「安全で　安心して　暮らしていけるまち」
☆少子化対策事業（子育て支援施策）
　仕事と子育ての両立にかかる負担感や子育ての負担感を緩和するために、保育施策の充実や子ど
もの疾病の発生予防の充実に努めます。
　乳幼児・児童・生徒医療費助成事業�放課後児童クラブの実施�コミュニティママ子育てサポート事業�他

☆高齢者対策事業（高齢者を活かしたまちづくり施策）
　高齢者のみなさんが今まで培ってきた知識・経験や更なる学習により得た知識を地域で発揮し、高
齢者みんなで地域を活性化して行くシステムを構築します。
　シニアサークルの育成　シニアグループ活動支援事業　街かどデイハウス事業の導入　他

☆歴史文化教育事業（生涯・学校・家庭教育施策）
　地域のさまざまな人びとがこれまでの経験や学習から得た知識や技術を共に活かしながら、子ど
も同士、大人同士、子どもと大人、そして幅広い年代の人びとがふれあう交流活動（ボランティア活
動や体験活動）や学習活動（地域課題学習、生活課題学習など）を通じ、家庭と地域の教育環境の活
性化を目指します。
　地域に開かれた特色ある学校づくりの推進　学習情報提供相談システムの構築　歴史文化ふるさ
とサポート事業の実施　他

☆防災防犯対策事業（社会的弱者対策、情報提供施策）
　地域住民自ら、地域の状況や特性を把握し、災害・犯罪発生時には、迅速な社会的弱者への支援活動
ができるとともに、スピーディーかつ正確な情報提供ができる環境を目指します。
　家具転倒防止補助器具取付事業　コミュニティ安心マップ作成事業　緊急時情報伝達システムの
導入　他

☆環境対策事業（廃棄物減量化・資源化・リサイクル化施策）
　循環型社会の形成に向けて、ごみ処理の基本理念について、これまでの「リサイクル型」から、ご
みの発生抑制（リデュース：������）、再使用〈リユース：�����）、再資源化（リサイクル：�������）
の総合的な取組みを推進する「循環型：３�」に発展させます。
　循環型社会の啓発・教育の推進　住民協働による循環型システムの構築　事業系ごみ対策の強化　他

将来ビジョンと特化する施策

　

十
一
月
二
十
七
日
（
土
）
役
場
で

第
五
回
笠
松
町
行
財
政
改
革
推
進
委

員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
会
は
今
回
か
ら
会
議
時
間
を

半
日
か
ら
一
日
に
拡
大
し
、
町
の
主

要
施
策
で
あ
る
各
柱
の
事
務
事
業
に

つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
、
町
か
ら
は
一
般
職
職
員

の
定
員
管
理
や
職
員
手
当
の
削
減
に

よ
る
人
件
費
削
減
案
を
始
め
、
笠
松

町
に
と
っ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
も
い
え
る
、
乳
幼
児
・
児

童
・
生
徒
医
療
費
助
成
事
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お
け
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対
象
年
齢
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見
直
し
、
入
院　

歳
、
通

１５

院　

歳
ま
で
と
す
る
改
革
案
の
ほ
か
、

１０
南
事
務
所
を
廃
止
す
る
な
ど
の
公
共

施
設
再
編
案
な
ど
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
改
革
案
に
対
し
、
乳
幼

児
・
児
童
・
生
徒
医
療
費
助
成
事
業

で
は
、「
入
院
、
通
院
と
も
年
齢
で
は

な
く
小
学
校
あ
る
い
は
中
学
校
卒
業

ま
で
と
い
う
節
目
ま
で
の
助
成
が
望

ま
し
い
の
で
は
な
い
か
」、
と
い
っ

た
意
見
や
「
行
革
と
い
う
こ
の
時
期

に
他
市
町
村
の
状
況
な
ど
も
踏
ま
え
、

町
の
財
政
の
現
状
、
時
節
に
対
応
し

た
基
本
を
作
る
べ
き
だ
」
な
ど
と

い
っ
た
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
医
療
費
助
成
事
業
を
子

育
て
支
援
策
全
体
の
中
で
捉
え
、
小

学
校
五
年
生
児
童
全
員
に
児
童
生
活

習
慣
病
検
査
を
実
施
す
る
予
防
施
策

や
子
育
て
と
就
労
の
両
立
と
い
っ
た

働
く
親
な
ど
の
支
援
な
ど
の
充
実
を

行
っ
て
行
き
た
い
旨
説
明
し
ま
し
た
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ま
た
、
今
年
度
、
施
設
の
老
朽
化

に
よ
り
休
止
し
た
町
民
プ
ー
ル
に
つ

い
て
は
、
施
設
の
年
間
維
持
費
と
し

て
八
百
万
円
、
修
繕
し
た
場
合
に
は

二
千
五
百
万
円
ほ
ど
の
経
費
が
掛
か

る
半
面
、
年
間
入
場
料
は
七
十
五
万

円
と
費
用
対
効
果
が
今
後
も
低
下
す

る
こ
と
が
推
察
で
き
、
こ
の
際
、
施

設
を
取
り
壊
し
、
水
遊
び
場
的
要
素

を
持
っ
た
公
園
の
一
部
と
し
て
整
備

し
た
い
と
い
う
提
案
に
対
し
て
は
、

「
利
用
者
が
こ
れ
だ
け
少
な
い
の
で

あ
れ
ば
廃
止
し
た
ほ
う
が
良
い
」
ま

た
、「
今
の
施
設
で
は
時
代
遅
れ
で

無
理
に
残
す
必
要
は
な
い
の
で
は
な

い
か
」
と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
ま

し
た
。
今
回
ま
で
に
提
案
し
た
改
革

案
は
一
覧
表
の
と
お
り
で
す
。

第
５
回
推
進
委
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会
開
催

シリーズ行財政改革⑥

　

昨
年
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か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
事
務
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の
見
直
し
も
新
年
を
迎
え
、

大
詰
め
の
時
期
に
入
っ
て
き
ま
し
た
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最
終
的
な
行
財
政
改
革
推
進
プ
ラ
ン
策
定
に
は
ま
だ
暫
く
の
時
間
を

必
要
と
し
ま
す
が
、
今
月
号
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
改
革
案
と
し
て
提
案
し

た
主
要
施
策
の
事
務
事
業
を
町
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
の
審
議
状
況

を
伝
え
な
が
ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一般職職員の定員管理
　平成１６年度から平成２２年度までに３０人の職員を削減
　　１６７人　→　１３７人（平成１６年度７人削減）
一般職職員の人件費削減
　平成１７年度から１９年度の３カ年で７４�５８２千円の削減
　　【定員管理による分】　　　　　５７�２９２千円
　　【職員手当削減による分】　　　１７�２９０千円
　　　管理職手当　　　２０％削減　　　　　　　　　　　　
　　　時間外勤務手当　２０％削減　　　　　　
　　　期末勤勉手当　　役職加算　５０％削減
グループ制の導入など
　　職員一人当たりの事務量を平準化し、事務処理の迅速化や組織のスリム化を図る。
　・現行　４部１０課７出先機関（等）　→　５部１２課
人事管理制度の拡充
　・相互評価システムの確立（上司から部下の評価＋部下から上司の評価）
　・希望人事制度の導入（希望昇格、希望降格）
　・目標管理（自己評価）シートの導入

組織・人事制度の改革

公益性のある事業に補助することを再確認するため見直しを行う。
・公的団体補助金（町内会連合会、社会福祉協議会、商工会など）
　　算定基準を策定し、補助金額を決定する。　
・私的団体補助金
　　【運営補助金】
　　　財政健全化期間の平成１９年度を目途にすべて廃止する。
　　【事業補助金】
　　　平成１７年度より補助金交付要綱を制定し、事業提案型助成制度を導入する。なお、平成２２年
度までは財政状況を考慮した予算枠を設定し、第三者審議機関により交付決定する。

補 助 金 等

本庁舎への組織の集約
　南事務所の分庁舎機能を廃止し、税務課及び建設課を役場内に配置する。ただし、企業会計部門の
水道課については、北事務所を分庁舎とし同２階に配置。
コミュニティー消防センター
　災害時備品貯蔵庫としても利用
　２階を貸出施設（有償）とする。ただし、町内会などのコミュニティー団体は除く。
町民プール
　施設を廃止し取り壊し、水遊び場的要素を持たせた公園の一部などとして整備する。
厚生会館・下羽栗会館・松枝公民館・スポーツ交流館
　無人化に移行
福祉会館
　休館日の設定　　　　　　　　　　　　　　　など

公 共 施 設 の 再 編

売　却
　南事務所敷地及び遊休地などの売却
貸　付
　職員駐車場に駐車する職員に有償で貸付　

公 有 用 地 ・ 公 共 用 地

総合窓口フロアーの設置
　役場１階をワンストップサービス環境に整備窓 口 業 務

使用目的の検討
　ふるさと振興基金の使用目的を検討する「懇話会」の設置ふ る さ と 振 興 事 業
有償運行の実施
　運行協力募金からワンコイン化（１００円）。ただし、未就学児については無料。
日、祝日の運行本数の削減
　１時間に１運行　→　２時間に１運行
車いすリフト付低床バスの導入
　平成１７年度１台　平成１８年度１台

町民バス・公共施設巡回
バス運行事業

賦課割合の平準化
　平成１６年度　応能・応益割合６０：４０　→　平成１７年度５５：４５
※応能：所得割・資産税割　応益：均等割・平等割
一般会計からの財政支援的な繰出をなくす
　段階的に９�０００万円を０円とする。

国民健康保険税見直しに
よる同特別会計繰出金

少子化対策全般の充実
　対象年齢の見直し
　　入院外来１５歳　→　入院１５歳　外来１０歳
　＜平成１７年度以降の子育て支援施策（案）＞
　　○児童生活習慣病予防事業
　　○放課後児童クラブの実施
　　○延長保育の充実
　　○子育てサロンの充実
　　○病後児保育所の開設
　　○子育てサポート事業の実施

乳幼児・児童・生徒医療
費助成事業

民営化への移行
　平成１７年度から事業の運営を社会福祉協議会に移行。
運営の見直し
　保護者がボランティア活動として作業補助を実施するなど運営の見直しを行う。

小 規 模 授 産 所 の 運 営

保育料階層区分の見直し
　現行の５階層から国の基準の７階層に見直し、保育料を段階的に国の基準額の８０％まで引き上げる。保 育 所 保 育 料

通園バス利用料の徴収
　無料　→　３�０００円／月町立保育所・笠松保育園通園バス運行事業
自己負担金の段階的引上げ（現行の自己負担額を下回る場合は現行の金額）
　平成１７年度　６９歳以下　委託単価の　１０％　　７０歳以上　�　�無料
　平成１８年度　　　〃　　　　〃　�　��１５％　　　〃　　　委託単価の５％
　平成１９年度　　　〃　　　　〃　�　��２０％　　　〃     　 　　〃　�　５％

成 人 健 康 診 査 事 業
（がん検診・各種健診）

実施方法の見直し
　町内の医療機関において個別受診から小学校での集団受診とし、自己負担額を２�９００円から無料と
する。また、検査内容を見直すとともに、事後指導を充実させる

児童生活習慣病予防事業

設置基準の見直し
　現行４０ｍから８０ｍに変更する。ただし、通学路・交差点・家屋が連なる地域は現行のとおりとし、
新設については、町内会要望に限り対応する。その場合、維持管理費は要望町内負担とし、設置費の１
／２（限度額１８�９００円）　について助成金を交付する。

街 路 灯 設 置 基 準

補助金の見直し
・平成１８年度より補助金単価を段階的に３０％削減
　　（平成１７年度　現行どおり・平成１８年度　１５％・平成１９年度　３０％）
・平成１７年度より補助対象者の見直し（満３歳児補助対象外）

私立幼稚園就園奨励費補
助金




